
一
三
八
三

ず
る
日
か
ら
そ
の
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
月
数
を
分
子
と
す
る
分
数
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
決
定
さ
れ

る
。
第
一
文
に
定
め
る
分
子
及
び
第
一
文
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
発
動
水
準
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
一
・
〇
未
満

の
端
数
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
（
〇
・
五
は
、
一
・
〇
と
す
る
。
）
。

付
録
Ｃ

関
税
率
の
差
異

次
の
表
Ｃ－
一
に
掲
げ
る
原
産
品
に
関
し
、
同
表
に
お
い
て
各
産
品
に
つ
い
て
定
め
る
期
間
の
間
、
輸
入
者
に
よ
る
関
税
上

の
特
恵
待
遇
の
要
求
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
原
産
性
の
基
準
に
従
い
、

日
本
国
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
関
税
率
を
適
用
す
る
。

(a)

当
該
原
産
品
が
、
附
属
書
三－

Ｄ
（
品
目
別
原
産
地
規
則
）
に
定
め
る
加
工
の
要
件
又
は
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件

(i)
に
従
い
、
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
関
税
率

当
該
原
産
品
が
、
第
三
・
二
条
（
原
産
品
）

若
し
く
は

に
定
め
る
要
件
又
は
附
属
書
三－

Ｄ
（
品
目
別
原
産
地

(ii)

(a)

(b)

規
則
）
に
定
め
る
域
内
原
産
割
合
の
要
件
に
従
い
、
生
産
工
程
を
通
じ
て
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に

は
、
特
恵
待
遇
の
要
求
に
係
る
生
産
工
程
の
中
で
最
大
の
価
額
が
付
加
さ
れ
た
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
る
関
税
率
、
又
は
特
恵
待
遇
の
要
求
に
係
る
生
産
工
程
に
関
与
し
た
二
以
上
の
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品

に
適
用
さ
れ
る
関
税
率
の
う
ち
最
も
高
い
も
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
原
産
品
（
部
分
品
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
第
八
四
類
か
ら
第
九
一
類
ま
で
の
各
類

(b)

(a)
(i)



一
三
八
四

に
分
類
さ
れ
る
産
品
を
除
く
。
）
が
、
附
属
書
三－

Ｄ
（
品
目
別
原
産
地
規
則
）
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
に

従
い
、
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
原
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
材
料
が
次
の
い
ず
れ

か
に
分
類
さ
れ
る
と
き
は
、
日
本
国
は
、
当
該
材
料
が
生
産
さ
れ
た
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

関
税
率
を
適
用
す
る
。

完
成
品
と
同
一
の
類
（
関
連
す
る
要
件
が
類
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
）

(i)

完
成
品
と
同
一
の
項
（
関
連
す
る
要
件
が
項
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
）

(ii)

完
成
品
と
同
一
の
号
（
関
連
す
る
要
件
が
号
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
）

(iii)
日
本
国
は
、
関
税
率
が

又
は

の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
特
恵
待
遇
の
要
求
に
係
る
生

(c)

(a)

(b)

産
工
程
の
中
で
最
大
の
価
額
が
付
加
さ
れ
た
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
関
税
率
を
適
用
す
る
。

品
目
別
原
産
地
規
則
が
、
加
工
の
要
件
又
は
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
と
共
に
域
内
原
産
割
合
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

(d)
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
る
関
税
率
に
つ
い
て
は
、

の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

(a)
(ii)

表
Ｃ－

一

関
税
品
目

品
名

期
間

〇
三
〇
一
九
九
・
二
一
〇

に
し
ん
（
ク
ル
ペ
ア
属
の
も
の
）
、
た
ら
（
ガ
ド
ゥ
ス
属
、
テ
ラ
グ
ラ
属
又
は

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

(1)メ
ル
ル
シ
ウ
ス
属
の
も
の
）
、
ぶ
り
（
セ
リ
オ
ー
ラ
属
の
も
の
）
、
さ
ば
（
ス
コ
ム

ベ
ル
属
の
も
の
）
、
い
わ
し
（
エ
ト
ル
メ
ウ
ス
属
、
サ
ル
デ
ィ
ノ
プ
ス
属
又
は
エ
ン

グ
ラ
ウ
リ
ス
属
の
も
の
）
、
あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
又
は
デ
カ
プ
テ
ル
ス
属
の
も

の
）
及
び
さ
ん
ま
（
コ
ロ
ラ
ビ
ス
属
の
も
の
）

〇
三
〇
二
四
二
・
〇
〇
〇

か
た
く
ち
い
わ
し
（
エ
ン
グ
ラ
ウ
リ
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
四
四
・
〇
〇
〇

さ
ば
（
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ス
コ
ム
ブ
ル
ス
、
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ア
ウ
ス
ト
ラ
ラ
シ
ク
ス
及

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

び
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ヤ
ポ
ニ
ク
ス
）

〇
三
〇
二
四
五
・
〇
〇
〇

あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
五
四
・
一
〇
〇

１

メ
ル
ル
シ
ウ
ス
属
の
も
の

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
五
五
・
〇
〇
〇

す
け
そ
う
だ
ら
（
テ
ラ
グ
ラ
・
カ
ル
コ
グ
ラ
ン
マ
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
五
九
・
一
〇
〇

１

た
ら
（
ガ
ド
ゥ
ス
属
又
は
テ
ラ
グ
ラ
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
八
九
・
一
九
〇

－

そ
の
他
の
も
の

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
三
五
四
・
〇
〇
〇

さ
ば
（
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ス
コ
ム
ブ
ル
ス
、
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ア
ウ
ス
ト
ラ
ラ
シ
ク
ス
及

七
年
目
及
び
八
年
目

び
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ヤ
ポ
ニ
ク
ス
）

〇
三
〇
三
五
五
・
〇
〇
〇

あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で



一
三
八
五

に
分
類
さ
れ
る
産
品
を
除
く
。
）
が
、
附
属
書
三－

Ｄ
（
品
目
別
原
産
地
規
則
）
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
に

従
い
、
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
原
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
材
料
が
次
の
い
ず
れ

か
に
分
類
さ
れ
る
と
き
は
、
日
本
国
は
、
当
該
材
料
が
生
産
さ
れ
た
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

関
税
率
を
適
用
す
る
。

完
成
品
と
同
一
の
類
（
関
連
す
る
要
件
が
類
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
）

(i)

完
成
品
と
同
一
の
項
（
関
連
す
る
要
件
が
項
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
）

(ii)

完
成
品
と
同
一
の
号
（
関
連
す
る
要
件
が
号
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
）

(iii)
日
本
国
は
、
関
税
率
が

又
は

の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
特
恵
待
遇
の
要
求
に
係
る
生

(c)

(a)

(b)

産
工
程
の
中
で
最
大
の
価
額
が
付
加
さ
れ
た
締
約
国
か
ら
の
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
関
税
率
を
適
用
す
る
。

品
目
別
原
産
地
規
則
が
、
加
工
の
要
件
又
は
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
と
共
に
域
内
原
産
割
合
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

(d)
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
る
関
税
率
に
つ
い
て
は
、

の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

(a)
(ii)

表
Ｃ－

一

関
税
品
目

品
名

期
間

〇
三
〇
一
九
九
・
二
一
〇

に
し
ん
（
ク
ル
ペ
ア
属
の
も
の
）
、
た
ら
（
ガ
ド
ゥ
ス
属
、
テ
ラ
グ
ラ
属
又
は

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

(1)メ
ル
ル
シ
ウ
ス
属
の
も
の
）
、
ぶ
り
（
セ
リ
オ
ー
ラ
属
の
も
の
）
、
さ
ば
（
ス
コ
ム

ベ
ル
属
の
も
の
）
、
い
わ
し
（
エ
ト
ル
メ
ウ
ス
属
、
サ
ル
デ
ィ
ノ
プ
ス
属
又
は
エ
ン

グ
ラ
ウ
リ
ス
属
の
も
の
）
、
あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
又
は
デ
カ
プ
テ
ル
ス
属
の
も

の
）
及
び
さ
ん
ま
（
コ
ロ
ラ
ビ
ス
属
の
も
の
）

〇
三
〇
二
四
二
・
〇
〇
〇

か
た
く
ち
い
わ
し
（
エ
ン
グ
ラ
ウ
リ
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
四
四
・
〇
〇
〇

さ
ば
（
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ス
コ
ム
ブ
ル
ス
、
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ア
ウ
ス
ト
ラ
ラ
シ
ク
ス
及

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

び
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ヤ
ポ
ニ
ク
ス
）

〇
三
〇
二
四
五
・
〇
〇
〇

あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
五
四
・
一
〇
〇

１

メ
ル
ル
シ
ウ
ス
属
の
も
の

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
五
五
・
〇
〇
〇

す
け
そ
う
だ
ら
（
テ
ラ
グ
ラ
・
カ
ル
コ
グ
ラ
ン
マ
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
五
九
・
一
〇
〇

１

た
ら
（
ガ
ド
ゥ
ス
属
又
は
テ
ラ
グ
ラ
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
二
八
九
・
一
九
〇

－

そ
の
他
の
も
の

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

〇
三
〇
三
五
四
・
〇
〇
〇

さ
ば
（
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ス
コ
ム
ブ
ル
ス
、
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ア
ウ
ス
ト
ラ
ラ
シ
ク
ス
及

七
年
目
及
び
八
年
目

び
ス
コ
ム
ベ
ル
・
ヤ
ポ
ニ
ク
ス
）

〇
三
〇
三
五
五
・
〇
〇
〇

あ
じ
（
ト
ラ
ク
ル
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で



一
三
八
六

〇
三
〇
三
八
九
・
一
二
一

－
－

あ
じ
（
デ
カ
プ
テ
ル
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

一
七
〇
二
九
〇
・
五
二
三

麦
芽
糖

九
年
目
か
ら

(b)

一
九
〇
一
九
〇
・
二
四
三

－

そ
の
他
の
も
の

八
年
目
か
ら

三
五
〇
五
一
〇
・
一
〇
〇

１

エ
ス
テ
ル
化
で
ん
粉
そ
の
他
の
で
ん
粉
誘
導
体

三
年
目
か
ら

四
四
〇
七
一
〇
・
一
一
〇

か
ん
な
が
け
し
又
は
や
す
り
が
け
し
た
も
の

一
年
目
か
ら
三
年
目
ま
で

(1)

四
四
〇
七
一
〇
・
一
二
一

Ａ

ま
つ
属
の
も
の

一
年
目
か
ら
三
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
一
一
一

側
面
に
さ
ね
は
ぎ
加
工
、
溝
付
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
加
工
を
し
た
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

(1)

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
一
九
一

そ
の
他
の
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

(2)

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
一
一

－

厚
さ
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
二
一

－

厚
さ
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
三
一

－

厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
及
び
一
〇
年
目
か
ら
一

五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
四
一

－

厚
さ
が
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
及
び
一
〇
年
目
か
ら
一

五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
五
一

－

厚
さ
が
二
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

一
年
目
及
び
一
〇
年
目
か
ら
一

五
年
目
ま
で

七
二
〇
二
一
一
・
〇
〇
〇

炭
素
の
含
有
量
が
全
重
量
の
二
％
を
超
え
る
も
の

一
年
目
か
ら
五
年
目
ま
で

七
五
〇
一
二
〇
・
一
〇
〇

１

焼
結
し
た
酸
化
ニ
ッ
ケ
ル
（
ニ
ッ
ケ
ル
の
含
有
量
が
全
重
量
の
八
八
％
以
上
の

一
年
目
か
ら
八
年
目
ま
で

も
の
に
限
る
。
）

七
五
〇
二
一
〇
・
〇
〇
〇

ニ
ッ
ケ
ル
（
合
金
を
除
く
。
）

一
年
目
か
ら
八
年
目
ま
で

注
釈

こ
の
表
は
、
次
の
品
目
の
み
を
含
む
。

三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
関
税
率
の
差
異
が
あ
る
品
目

(1)

関
税
率
の
差
異
が
あ
る
品
目
で
あ
っ
て
そ
の
関
税
が
従
価
税
で
な
い
も
の

(2)



一
三
八
七

〇
三
〇
三
八
九
・
一
二
一

－
－

あ
じ
（
デ
カ
プ
テ
ル
ス
属
の
も
の
）

五
年
目
か
ら
九
年
目
ま
で

一
七
〇
二
九
〇
・
五
二
三

麦
芽
糖

九
年
目
か
ら

(b)

一
九
〇
一
九
〇
・
二
四
三

－

そ
の
他
の
も
の

八
年
目
か
ら

三
五
〇
五
一
〇
・
一
〇
〇

１

エ
ス
テ
ル
化
で
ん
粉
そ
の
他
の
で
ん
粉
誘
導
体

三
年
目
か
ら

四
四
〇
七
一
〇
・
一
一
〇

か
ん
な
が
け
し
又
は
や
す
り
が
け
し
た
も
の

一
年
目
か
ら
三
年
目
ま
で

(1)

四
四
〇
七
一
〇
・
一
二
一

Ａ

ま
つ
属
の
も
の

一
年
目
か
ら
三
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
一
一
一

側
面
に
さ
ね
は
ぎ
加
工
、
溝
付
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
加
工
を
し
た
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

(1)

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
一
九
一

そ
の
他
の
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

(2)

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
一
一

－

厚
さ
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
二
一

－

厚
さ
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
、
二
年
目
及
び
九
年
目

か
ら
一
五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
三
一

－

厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
及
び
一
〇
年
目
か
ら
一

五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
四
一

－

厚
さ
が
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

一
年
目
及
び
一
〇
年
目
か
ら
一

五
年
目
ま
で

四
四
一
二
三
一
・
九
五
一

－

厚
さ
が
二
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

一
年
目
及
び
一
〇
年
目
か
ら
一

五
年
目
ま
で

七
二
〇
二
一
一
・
〇
〇
〇

炭
素
の
含
有
量
が
全
重
量
の
二
％
を
超
え
る
も
の

一
年
目
か
ら
五
年
目
ま
で

七
五
〇
一
二
〇
・
一
〇
〇

１

焼
結
し
た
酸
化
ニ
ッ
ケ
ル
（
ニ
ッ
ケ
ル
の
含
有
量
が
全
重
量
の
八
八
％
以
上
の

一
年
目
か
ら
八
年
目
ま
で

も
の
に
限
る
。
）

七
五
〇
二
一
〇
・
〇
〇
〇

ニ
ッ
ケ
ル
（
合
金
を
除
く
。
）

一
年
目
か
ら
八
年
目
ま
で

注
釈

こ
の
表
は
、
次
の
品
目
の
み
を
含
む
。

三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
関
税
率
の
差
異
が
あ
る
品
目

(1)

関
税
率
の
差
異
が
あ
る
品
目
で
あ
っ
て
そ
の
関
税
が
従
価
税
で
な
い
も
の

(2)


